
高公企 25-003 高知県公立大学法人永国寺・池キャンパス 

有線ネットワークシステム更新及び運用保守委託業務 

公募型企画競争（プロポーザル）に係る公告 

 

 以下のとおり、公募型企画競争（プロポーザル）を実施します。 

 

１. プロポーザルに付する事項 

(１) 件名及び番号 

    件名：高知県公立大学法人永国寺・池キャンパス有線ネットワークシステム 

更新及び運用保守委託業務 

   番号：高公企 25-003 

(２) 調達の内容 

本法人が永国寺・池キャンパスで現在利用している学内ネットワーク（以下「現行ネッ

トワーク」という。）が令和８年８月末をもって保守サポート期間が満了となる。 

このため、現行ネットワークの利用を８月末で終了し、新規の学内ネットワーク（以下

新規ネットワーク）を構築して利用することとした。 

本調達は、新規ネットワークの設計・構築、ネットワークを構成する機器の調達、及び

現行ネットワークから新規ネットワークへの円滑な移行についての提案を求めるものであ

る。 

さらには、新規ネットワークの運用期間を６年間とし、期間中の運用保守の提案も併せ

て求めるものとする。 

なお、詳細は別途「高知県公立大学法人永国寺・池キャンパス有線ネットワークシステ

ム更新及び運用保守委託業務 提案依頼書」に記載のとおり。 

 

(３) 契約期間 

   契約締結日から令和 14年８月 31日まで 

 

２. 参加資格要件 

(１) 国の各省庁の全調達機関において有効な統一資格（全省庁統一資格）、又は高知県におけ

る競争入札参加資格を得ている者であること。 

(２) この公告の日から提案書提出期限の日までの間に、国又は地方公共団体から取引停止の

措置を受けていない者であること。 

(３) 高知県公立大学法人契約事務取扱規程（以下、「契約事務規程」という。）第３条に規定

する次の事項に該当する者は、プロポーザルに参加する資格を有しない。 

（ア）契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは

数量に関して不正の行為をした者 

（イ）競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しく

は不正の利益を得るために連合した者 

（ウ）落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 



（エ）監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

（オ）正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

（カ）前各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履行に当たり代

理人、支配人その他の使用人として使用した者 

(４) 虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合は、プロポーザルに参加する資格を認めな

い。 

 

３. 調達スケジュール 

本調達に係るスケジュールは、次のとおりである。 

１ 募集要領公告期間 
令和８年２月 ４日（水）〜 

令和８年３月 16 日（月） 

２ 質疑書受付期限 令和８年２月 27 日（金） 

３ 質疑への回答 令和８年３月 ６日（金） 

４ 参加表明書提出期限 令和８年３月 16 日（月） 

５ 提案書提出期限 令和８年３月 19 日（木） 

６ 審査会（プレゼンテーション） 令和８年３月 24 日（火） 

７ 受託候補者の決定、交渉、契約手続き 令和８年３月下旬頃 

８ 契約締結 令和８年４月上旬頃 

９ 運用開始 令和８年９月１日 

 

４. 書類の交付場所等 

プロポーザルに係る書類の提出場所及び問い合わせ先 

〒780-8515 高知県高知市永国寺町２番 22号 

高知県公立大学法人 永国寺キャンパス 

担当者：総務部情報課 稲田・吉本 

TEL   ： 088-821-7107 

E-mail ： ki-nwpropo@ml（エムエル）.kppuc.ac.jp 

 

５. 関係書類の交付申請方法 

令和８年２月４日（水）から令和８年３月 16日（月）までの 9：00～17：00（平日の 12：

00～13：00までの時間及び土曜、日曜、祝日を除く）の間に、４の交付場所において交付す

る。その際、競争参加者は４の連絡先に事前に連絡すること。 

 

６. 参加申し込み 

本プロポーザルへの参加を希望する場合は以下の書面を提出すること。 

(１) 提出書類 

・参加表明書（様式１） 

・２．（１）に記載の参加資格に係る資格証の写し 

 持参又は郵送（簡易書留等、手渡しされるものに限る。）により提出すること。 



(２) 提出期限 

 令和８年３月 16日（金）17時 00分必着 

(３) その他 

（ア）提出された参加表明書は返却しない。 

1 参加表明書の提出後に辞退する場合は、提案書の提出期限までに参加辞退届（任意様

式）を提出すること。 

（イ）２．（１）に記載の参加資格に係る書面に記載された代表者と参加表明書に記載の代

表者とが異なる場合（代表取締役と支社長、支店長等）は、省庁又は高知県に届け出

ている年間委任状の写し、又は本法人指定様式（様式７）の委任状を参加表明書に添

えて提出すること。 

 

７. 提案依頼書に関する質疑受付期限及び回答日 

(１) 質疑受付期限：令和８年２月 27日（金）17時 00分必着 

本提案依頼に係る質疑については、質疑書（様式２）にて受付けるものとし、原則と

して口頭による質疑は受付けない。質疑書は、メールで提出すること。質疑書を送付し

た際は、上記担当者へ電話連絡を行うこと。 

(２) 回答日（予定）：令和８年３月６日（金） 

質疑に対する回答を一括して取りまとめた質疑事項・回答書を、高知県公立大学法人のホ

ームページに掲載する。 

 

８. その他 

(１) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨に限る。 

(２) 契約を前提とした受託候補者との手続き交渉の有無 

   有 

(３) 低入札価格調査  

この公募型企画競争に当たっては、高知県が行う入札に準じて「低入札価格調査」を行

う場合がある。 

(４) 契約保証金 

   契約事務規程の定めるところによる。 

 

９. 英文による概要  

 

Summary  

 

（１） Project for Procurement and Maintenance of Wired Network at Eikokuji and Ike Campuses  

 

Kochi Prefectural University Public Corporation (KPPUC) has decided to construct a new on-

campus wired network. The wired network currently used by KPPUC at the Eikokuji and Ike 



Campuses will cease operation at the end of August 2026. 

 

This Request for Proposal (RFP) solicits proposals for (i) establishing the service provision systems, 

(ii) procuring equipments necessary for establishing the system, (iii) and system migration from 

the current system to the new one. The new services are required to stay in full operation for a 

period of six years; therefore, the descripitions of how the services will be operated and maintained 

during this period must be provided in specific terms.  

 

（２）Deadline for expressing an interest (by bringing or mail):  

 

   5:00 P.M. (JST) on March 16 (Monday), 2026  

 

（３）Time-limit for the submission of proposals by bringing or mail:  

 

   5:00 P.M. (JST) on March 19 (Thursday), 2026  

 

（４）Contact information:  

 

     The Information Technology Section, The Kochi Prefectural Public University Corporation 

     2-22 Eikokuji-cho, Kochi City, Kochi Prefecture, 780-8515, JAPAN  

     TEL: +81-88-821-7107  

     E-mail: ki-nwpropo@ml.kppuc.ac.jp  

 

（５）Note：  

  All the communications, inquiries, forms and documents regarding the bid and contract should 

be written in the Japanese language and the Japanese yen should be used when a reference to money 

is made. 

 

 

 令和８年２月４日 

 

 

                             契約責任者           

                              高知県公立大学法人 

                              理事長 伊藤 博明 

 




